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お出かけの支援いたします。
　軽自動車のスロープ式車椅子専用福祉車両
（禁煙）です。買い物、通院、お墓参り等お出かけ先や病院
などの予約代行、買い物代行、見守り代行等ご利用者の方
がご乗車されない救援も致します。ご相談ください。
※介護保険、福祉チケット等は適用しておりませんので、ご了承ください。

みたか介護タクシー
電話/FAX：0422－32－1601　増田まで

福祉車両（ウェルキャブ）コーナー
常設展示場

ウェルキャブ車を3日間
無料でお貸しいたします。

〒181-0014  三鷹市野崎3-8-10

カーテラス三鷹店

私 達 は 、 地 域 の 福 祉 活 動 を 応 援 し て い ま す （ 広 告 ）

このマークは視覚に障がいをおもちの方
が使う音声コード（SPコード）です。
音声読み上げ装置で音声コードを読みと
ることで、活字情報を音声化します。

音声コードでバリアフリー化 ①

被災地での復興支援は長期にわたります。東日本大震災においても、当初
は避難所運営や、漂流物、個人宅の片付けなどが中心でしたが、被災者の多
くが避難所から仮設住宅などへ移り、被災者のニーズも変化しています。災
害ボランティアセンターの役割も変化し、長期的・継続的な生活支援へ重点
を置いた「生活支援センター」や「復興支援センター」へ移行しています。

各ボランティアセンターによって受入の条件や活動内容が異なりますので、
必ず現地の最新情報を確認してから活動をしていただくようお願いします。
○東京ボランティア・市民活動センター　

http://www.tvac.or.jp/di/20960
○全国社会福祉協議会「東日本大震災」被災地支援活動

http://www.shakyo.or.jp/saigai/touhokuzisin.html

被災地でボランティア活動をする方は、活動中の怪我や事故、余震や津波に
よる被害のおそれがあるため、ボランティア保険の「天災プラン」への加入を
お願いしています。加入の際は、加入される方のお名前・ご住所・電話番号が必
要です（印鑑不要）。

平成２３年度中に加入した方も、３月３１日で保険期間が終了しますので、
新たに加入する必要があります。

■１名あたりの年間保険料　

　　　　600円～（天災プラン）
加入手続き・お問い合わせ

被災地でのボランティア活動

ボランティア保険の加入手続きを

地域の絆を求めて
みたか社協では、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らしていけるよう、地域の中で様々な事業を実施しています。

「安心して楽しく子育てができるよう」に地域の中で活動する「子育てグループ」を応援
しています。グループを作りたい、活動したいと思っている方はお気軽にご相談ください。

みたか社協がサポートしていた井口地区で、2 月に「igumo（井口マザーの会）」ができました。

「助産師と一緒に赤ちゃんと遊びましょう」
毎月第１、３月曜日に、福祉会館（市役所敷地内）１階大広間で、三鷹市助産師会と共催で

開催しています。赤ちゃんと一緒に手遊びや歌を楽しめます。
  対　象　１ヶ月～１歳２・３ヶ月の親子　　　参加費　無料

高齢者、障がい者、子育て中の方などが地域で安心して
くらしていけるよう、市内を２８の地域に分けて見守り活
動等に取り組んでいます。

ほのぼのネット活動は、民生
児童委員や赤十字奉仕団、ボラ
ンティアの方などが「ほのぼの
ネット員」になって行うボラン
ティア活動です。

おもな活動は
高齢者の方や子育て中の方などを対象に・・・
・お茶会、お食事会、外出行事
・防犯、防災、健康等に関する講演・講習
・見守り活動、相談活動、お話し相手など

子育て支援「ほのぼのネット活動」

地域福祉係　℡0422－46－1108問 地域福祉係　℡0422－46－1108問

東日本大震災では、被災した地域に「災害ボランティアセンター」が開設
され、多くのボランティアが活動しました。

みたか社協も、平成１８年７月の三鷹市との協定に基づき、災害発生時に
は災害ボランティアセンターを開設します。

■災害ボランティアセンターとは？
大規模な災害が起こった時に、全国から駆けつけたボランティアを、被災者
支援へつなげるコーディネートを行います
■いつ設置されるの？
市内で震度６弱以上の地震などが起きたとき 
■どこに設置されるの？
三鷹市福祉会館（市役所の敷地内）に設置します。福祉会館が被災した場合
は市と協議して別の場所に設置します
■誰がつくるの？
三鷹市（災害対策本部）の要請を受け、みたか社協が開設します
■何をするの？
・災害ボランティアの受入れと活動の依頼を行います
・避難所の運営等を支援
・災害時要援護者等への支援
・災害応急・復興支援
■平常時には何をするの？
・災害時に備え、センター機能を整備します
・地域住民、ボランティア団体、防災関係機関等と連携をはかり、災害時に  
  おける協力体制づくりを行います

災害ボランティアセンター

みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問みたかボランティアセンター　℡0422－76－1271問

igumo（iguchi motherの会）
  場　所　井口西地区公会堂
  日　時　３月２日（金）、１６日（金）
内容や詳細は本会ＨＰをご覧ください


